
令和３年４月１３日 

経済部にぎわい交流課 

 

阿波おどり事業の運営体制等に関する再検証について 

 

１ 目的 

徳島の伝統文化である阿波おどりを次世代に受け継ぎ、将来にわたって安定的かつ継

続的に事業運営が行える体制を構築するため、阿波おどり事業に関するこれまでの運営

方法及び事業スキームの課題等を専門的な見地から再度検証し、今後の運営体制等につ

いての提言を求めるため、有識者等で構成する「（仮称）阿波おどり事業運営体制等検

討委員会」を設置する。 

 

２ 検討委員会 

⑴ 委員構成 

弁護士、公認会計士、学識経験者等 ３～５人程度（現在調整中） 

⑵ 検討事項 

・2018 年以前の事業スキーム及び運営体制に関する検証 

・2019 年以降の事業スキーム及び運営体制に関する検証 

・上記の検証結果を踏まえた、新たな事業スキーム等の検討 

・その他検討委員会が必要と認める事項 

⑶ 設置日 

令和３年５月 

 

３ 今後のスケジュール 

区分 開催時期（予定） 議題等（予定） 

第１回 令和３年５月 ・検討委員会の設置について 

・検討委員会の進め方について 

第２回 ６月 ・2018 年以前の事業スキーム等について 

第３回 ８月 ・2019 年以降の事業スキーム等について 

第４回 ９月 ・これまでの運営体制等の論点整理 

・新たな運営体制の検討 

第５回 10 月 ・新たな運営体制の検討、提言 

・検討テーマについては現時点での予定であり、今後変更となる場合がある。 

・５月から 10 月までの間で、上記以外の会議を開催する場合もある。 

以 上 


